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臨時株主総会決議ご通知 
 
拝啓 ますますご清栄のこととおよろこび申しあげます。 

 さて、本日開催の臨時株主総会におきまして、下記のとおり決

議されましたので、ご通知申しあげます。 

敬 具 
 
記 
 

決 議 事 項  
第１号議案 準備金の額の減少の件 

本件は、原案どおり承認可決されました。 
その内容は次のとおりであります。なお、下記2.につきまして
は、平成20年３月28日付け募集株式の発行により資本準備金の額
が150億円増加することを条件として効力が生じることとなりま
す。 
1. (1) 減少する準備金の額 

資本準備金33,126,811,809円 
利益準備金 1,018,740,668円 

(2) 準備金の額の減少がその効力を生ずる日 
平成20年３月28日 

2. (1) 減少する資本準備金の額 
資本準備金15,000,000,000円 

(2) 準備金の額の減少がその効力を生ずる日 
平成20年３月28日 

第２号議案 定款一部変更の件 
本件は、原案どおり承認可決されました。 
なお、主な変更内容は以下のとおりであります。 
1. 新たな株式の種類として優先株式を追加し、第６条に各種類

ごとの発行可能種類株式総数を規定し、さらに株式の種類の
追加に関する所要の変更（第８条、第９条）を行いました。 

2. 第13条の次に第２章の２「優先株式」を設けて、優先株式に
関する規定（第13条の２～第13条の７）を新設いたしまし
た。 

3. 種類株主総会に関する規定を整備するため、第19条の次に第
３章の２「種類株主総会」を設けて、第19条の２及び第19条
の３を新設いたしました。 

以 上 


